
・市内で事業を１年以上継続している中⼩企業者、個⼈事業主等

・市税の滞納がない者

大館市新技術・新商品開発等支援事業費補助金

新技術や新商品開発の事業や、申請時から１年以内に開発した新技術、新商品の販路拡⼤を⾏う事業を⽀援します。

①事業実施

②事業完了後３０⽇以内に交付申請

③実績確認後、補助⾦を交付

事業区分 補助率 補助上限 補助対象経費

⼀者での申請 ２／３ ２０万円
謝⾦、旅費、借損料、産業財産権等取得費、
展⽰会等出展費、調査分析費、広報費、
原材料費、試作・実験費

複数者連携での申請 ２／３ ３０万円

【問い合わせ】商⼯課 商⼯係
TEL︓0186-43-7071 ／ Mail︓syoko@city.odate.lg.jp

展示会への出展、ニーズ調査商品開発・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ改良

広報（パンフレッ
ト作成、新聞広告
など）

商品の試作開発（原材料費など）


